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区長が提出した議案は次のとおりです。

【問合せ】総務課総務係（本庁舎3階）（5273）

3505・（3209）9947へ。
提出議案

平成27年 第1回区議会定例会

災害関連情報・区政情報を即時に発信

アカウント名／新宿区区政情報課

区公式ツイッター shinjuku_info

区公式フェイスブック shinjuku. info

　
新
宿
自
治
創
造
研
究
所
の
研
究
成
果
を

報
告
し
、
区
の
政
策
課
題
に
つ
い
て
考
え
る

フ
ォ
ー
ラ
ム
で
す
。

　
単
身
者
が
多
く
、
未
婚
率
も
高
い
新
宿
区

の
人
口
動
態
か
ら
、
単
身
化
・
未
婚
化
の
課

題
や
方
策
な
ど
を
考
え
ま
す
。

【
日
時
】

3月

14日

午
後

1時

30分
～

4

時

30分

【
内
容
】
▼
講
演
「
新
宿
区
に
お
け
る
人
口
移

動
の
新
局
面
」（
大
江
守
之
／
慶
應
義
塾
大

学
教
授
）
、「
新
宿
区
の
単
身
化
・
未
婚
化
の

実
像
か
ら
見
え
る
こ
と
」（
宮
本
み
ち
子
／

放
送
大
学
教
授
）

▼
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
パ
ネ
リ
ス

ト
は
大
江
守
之
、
宮
本
み
ち
子
、
牧
瀬
稔
／

地
域
開
発
研
究
所
主
任
研
究
員
、
板
本
洋
子

／

N
P
O全

国
地
域
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

代
表
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
金
安
岩
男
／

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
、
新
宿
自
治
創
造

研
究
所
長
）

【
会
場
・
申
込
み
】
当
日
直
接
、
新
宿
文
化
セ

ン
タ
ー
（
新
宿

6―

14―

1）
へ
。
先
着

200

名
。

※
手
話
通
訳
が
あ
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
新
宿
自
治
創
造
研
究
所
（
本
庁
舎

3階
）

（

5
2
7
3）

4
2
5
2・


（

5
2

7
2）

5
5
0
0へ

。
託
児
を
希
望
す
る
方

は
、

3月

2日

ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　
国
は
都
市
と
地
方
に
税
収
の
格
差
が
あ

る
こ
と
を
理
由
に
、
平
成

26年
度
の
税
制

改
正
で
、
地
方
自
治
体
の
財
源
で
あ
る
企

業
等
の
住
民
税
（
地
方
税
で
あ
る
法
人
住

民
税
）
の
一
部
を
国
税
と
し
、
こ
れ
を
地
方

の
自
治
体
間
で
分
配
す
る
改
正
を
行
い
、

今
後
さ
ら
に
拡
充
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。

　
本
来
、
法
人
住
民
税
は
企
業
等
が
地
域

で
活
動
し
て
い
く
た
め
、
そ
の
地
域
の
自

治
体
に
納
め
る
税
で
あ
り
、
活
発
な
企
業

活
動
を
支
え
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
財

源
と
し
て
活
用
す
べ
き
も
の
で
、
今
回
の

国
の
措
置
は
、
明
ら
か
に
地
方
自
治
の
本

旨
に
反
す
る
も
の
で
す
。

　
現
在
、
各
地
方
自
治
体
に
は
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
事
情
に
応
じ
た
財
政
需
要
が
拡
大

し
て
お
り
、
今
後
も
継
続
し
て
住
民
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
、
需
要

に
見
合
う
財
源
の
確
保
が
不
可
欠
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
新
宿
区
も
例
外
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
一
方
的
な
見
方
に
基
づ
き
東

京
は
富
裕
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
急

速
に
進
む
少
子
高
齢
化
へ
の
対
応
や
首
都

直
下
地
震
等
に
備
え
た
防
災
・
減
災
対
策
、

公
共
施
設
の
維
持
更
新
な
ど
、
喫
緊
に
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
膨
大
な
財
政

需
要
が
あ
り
、
財
源
に
ゆ
と
り
が
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
地
方
自
治
体
の
必
要
財
源
は
、
地
方
税

の
拡
充
に
よ
っ
て
確
保
す
べ
き
で
あ
り
、

な
お
不
足
す
る
財
源
は
、
従
来
か
ら
国
が

行
っ
て
い
る
地
方
交
付
税
制
度
で
保
障
す

べ
き
で
す
。
地
方
税
を
地
方
間
で
の
財
源

調
整
に
用
い
る
こ
と
は
、
問
題
の
根
本
的

な
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
新
宿
区
は
国
に

対
し
、
各
区
議
会
や
都
内
の
区
市
町
村
、
東

京
都
、
都
議
会
等
と
一
丸
と
な
っ
て
、
地
方

自
治
の
根
幹
を
揺
る
が
す
税
制
改
正
に
反

論
す
る
と
と
も
に
、
需
要
に
見
合
う
地
方

財
源
の
拡
充
と
い
う
本
質
的
な
問
題
に
取

り
組
む
よ
う
主
張
し
て
ま
い
り
ま
す
。

【
問
合
せ
】
財
政
課
（
本
庁
舎

3階
）

（

5

2
7
3）

4
0
4
9・


（

3
2
0
9）

1
1

7
8へ

。

※
詳
し
く
は
、
特
別
区
長
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（

h
ttp

:/
/
w
w
w
.to

k
y
o
2
3
c
ity

-

k
u
c
h
o
k
a
i.
jp
/
k
a
ts
u
d
o
/
s
h
u
c
h
o
.

h
tm
l）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

地
方
法
人
課
税
の
見
直
し
な
ど
に
関
す
る

新
宿
区
の
主
張

◆予算案14件

◎平成27年度予算

平成27年度新宿区一般会計予算

平成27年度新宿区国民健康保険

　特別会計予算

平成27年度新宿区介護保険特別

　会計予算

平成27年度新宿区後期高齢者医療

　特別会計予算

平成27年度新宿区一般会計補正予

　算（第1号）

平成27年度新宿区国民健康保険特

　別会計補正予算（第1号）

平成27年度新宿区介護保険特別会

　計補正予算（第1号）

平成27年度新宿区後期高齢者医療

　特別会計補正予算（第1号）

◎平成26年度補正予算

平成26年度新宿区一般会計補正予

　算（第8号）

平成26年度新宿区一般会計補正予

　算（第9号）

平成26年度新宿区一般会計補正予

　算（第10号）

平成26年度新宿区国民健康保険特

　別会計補正予算（第2号）

平成26年度新宿区介護保険特別会

　計補正予算（第2号）

平成26年度新宿区後期高齢者医療

　特別会計補正予算（第3号）

◆条例案36件

◎新設の条例

新宿区地域包括支援センターにおけ

　る包括的支援事業の実施に関する基

　準を定める条例

新宿区指定介護予防支援等の事業の

　人員及び運営並びに指定介護予防支

　援等に係る介護予防のための効果的

　な支援の方法に関する基準を定める

　条例

新宿区子ども・子育て会議条例

新宿区子ども・子育て支援法に基づ

　く過料に関する条例

◎一部改正の条例

独立行政法人通則法の一部を改正す

　る法律の施行に伴う関係条例の整理

　に関する条例

新宿区特別職報酬等審議会条例の一

　部を改正する条例

新宿区教育に関する事務の職務権限

　の特例に関する条例の一部を改正す

　る条例

新宿区行政手続条例の一部を改正す

　る条例

新宿区職員定数条例の一部を改正す

　る条例

新宿区立区民ホール条例の一部を改

　正する条例

新宿区立障害者福祉センター条例の

　一部を改正する条例

新宿区立心身障害者通所訓練施設条

　例の一部を改正する条例

新宿区立福祉作業所条例の一部を改

　正する条例

新宿区立新宿生活実習所条例の一部

　を改正する条例

新宿区立障害者生活支援センター条

　例の一部を改正する条例

新宿区心身障害者福祉手当条例の一

　部を改正する条例

新宿区一般事務手数料条例の一部を

　改正する条例

新宿区指定地域密着型サービスの事

　業の人員、設備及び運営に関する基

　準を定める条例の一部を改正する条例

新宿区指定地域密着型介護予防サー

　ビスの事業の人員、設備及び運営並

　びに指定地域密着型介護予防サービ

　スに係る介護予防のための効果的な

　支援の方法に関する基準を定める条

　例の一部を改正する条例

新宿区立保育所条例の一部を改正す

　る条例

新宿区保育所保育料徴収条例の一部

　を改正する条例

新宿区立子ども園条例の一部を改正

　する条例

新宿区立子育て支援施設の設置及び

　管理に関する条例の一部を改正する

　条例

新宿区保健事業の利用に係る使用料

　等を定める条例の一部を改正する条

　例

新宿区プールの衛生管理に関する条

　例の一部を改正する条例

新宿区保健衛生事務手数料条例の一

　部を改正する条例

新宿区建築審査会条例の一部を改正

　する条例

新宿区景観まちづくり条例の一部を

　改正する条例

新宿区環境土木・都市計画事務手数

　料条例の一部を改正する条例

新宿区中高層建築物の建築に係る紛

　争の予防と調整に関する条例の一部

　を改正する条例

新宿区立の小学校、中学校及び特別

　支援学校の非常勤の学校医、学校歯

　科医及び学校薬剤師の公務災害補償

　に関する条例の一部を改正する条例

新宿区立幼稚園条例の一部を改正す

　る条例

新宿区介護保険条例の一部を改正す

　る条例

新宿区立高齢者在宅サービスセンタ

　ー条例の一部を改正する条例

新宿区国民健康保険条例の一部を改

　正する条例

◎廃止の条例

新宿区保育の実施に関する条例を廃

　止する条例

◆その他6件

新宿区立愛日小学校建設工事請負契約

新宿区立愛日小学校建設電気設備工

　事請負契約

新宿区立愛日小学校建設給排水衛生

　設備工事請負契約

新宿区立愛日小学校建設冷暖房換気

　設備工事請負契約

建物の買入れについて

特別区道の路線の廃止について

※提出議案を追加する場合もあります。

協働事業提案制度

27年度の新規実施事業の概要

　
協
働
事
業
提
案
制
度
は
、
多
様
化
す
る
地
域
の
課
題

や
区
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
た
め
、

N
P
O等

の
専
門

性
や
柔
軟
性
等
を
生
か
し
た
事
業
提
案
を
公
募
す
る
も

の
で
す
。
提
案
団
体
と
区
が
協
働
し
て
事
業
を
実
施
し

て
地
域
課
題
を
効
果
的
・
効
率
的
に
解
決
し
、
暮
ら
し
や

す
い
地
域
社
会
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

　
今
年
度
提
案
の
あ
っ
た

14事
業
の
う
ち
、
最
終
審
査

で
選
ば
れ
た
次
の

2事
業
を

27年
度
に
実
施
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
地
域
調
整
課
管
理
係
（
本
庁
舎

1階
）


（

5
2
7
3）

3
8
7
2・

（

3
2
0
9）

7
4
5
5へ

。

　

新
宿
ス
ポ
ー
ツ
環
境
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

【
実
施
団
体
】
地
域
ス
ポ
ー
ツ
推
進
ク
ラ
ブ

C
r
i
a
c

a
o（

ク
リ
ア
ソ
ン
）

【
事
業
内
容
】
ト
ッ
プ
ア
ス
リ
ー
ト
、
指
導
者
に
よ
る
ス

ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
、
セ
ミ
ナ
ー
等
を
開
催
し
、
子
ど
も
に

本
質
的
な
ス
ポ
ー
ツ
の
体
験
機
会
を
提
供
す
る
こ
と

で
、
ス
ポ
ー
ツ
に
対
し
て
子
ど
も
が
持
つ
可
能
性
の
最

大
化
を
目
指
し
ま
す
。

【
予
算
額
】

330万
円

【
区
の
担
当
課
】
生
涯
学
習
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
課

　

商
店
街
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
活
性
化
事
業

【
実
施
団
体
】

N
P
O法

人
団
塊
の
ノ
ー
ブ
レ
ス
・
オ
ブ

リ
ー
ジ
ュ

【
事
業
内
容
】
区
内
商
店
街
の
活
性
化
に
向
け
て
商
店
街

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
来
街
者
の
増

加
と
商
店
街
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
を
目
指
し
ま

す
。

【
予
算
額
】

275万
円

【
区
の
担
当
課
】
産
業
振
興
課

ともにつくろう

明日の新宿区を

自治フォーラム2015

人口減少時代の単身社会を考える
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